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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
膝関節における大腿骨および膝蓋骨の幾つかの部分を置換するためのプロテーゼ移植片に
対応する外科キットにおいて、
　骨接触用の表面部分、湾曲状の接合用の表面部分、および、これらの骨接触用の表面部
分と接合用の表面部分との間の厚さを有するプロテーゼ膝蓋骨移植部品、
　骨接触用の表面部分、湾曲状の接合用の表面部分、および、これらの骨接触用の表面部
分と接合用の表面部分との間の厚さを有するプロテーゼ膝蓋骨試行部品、
　および
　骨接触用の表面部分、平坦な支持用の表面部分、および、これらの骨接触用の表面部分
と支持用の表面部分との間の厚さを有する膝蓋骨プロテクタを含み、
　前記プロテーゼ膝蓋骨移植部品、プロテーゼ膝蓋骨試行部品、および、膝蓋骨プロテク
タは、全て膝蓋骨の部分に別々に取り付け可能であり、
　前記膝蓋骨プロテクタの厚さは、前記プロテーゼ膝蓋骨試行部品の厚さよりも薄く、前
記プロテーゼ膝蓋骨移植片の厚さよりも薄いことを特徴とする外科キット。
【請求項２】
前記膝蓋骨プロテクタの厚さは、約１ｍｍ～２ｍｍであることを特徴とする請求項１に記
載の外科キット。
【請求項３】
前記膝蓋骨プロテクタ、プロテーゼ膝蓋骨移植部品、および、プロテーゼ膝蓋骨試行部品
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は、それぞれ前記骨接触用の表面部分から外側に延出している取付部材を含むことを特徴
とする請求項１に記載の外科キット。
【請求項４】
プロテーゼ大腿骨移植片およびプロテーゼ脛骨移植片をさらに含むことを特徴とする請求
項１に記載の外科キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に組織に対して最少の傷害を伴う関節全置換のための一定の外科技法およ
び組織に対する傷害を最少にするために用いる一定の装置および外科キットに関連してい
る。
【背景技術】
【０００２】
　股関節全置換（ＴＫＲ）術およびこの全置換術における一定の股関節の各部分の置換の
ためのコンポーネント・システムが良く知られている。このＴＫＲの長期の目的は痛みの
軽減の補助、関節機能の改善および適当な部品および四肢に対する整合を伴う耐久性のあ
る再構成を行なうことである。一般的に、この外科手術は一定のプロテーゼの大腿移植部
品を一定の大腿骨に取り付けることを可能にするためにその大腿骨の先端部を切除する処
理を含む。このプロテーゼの大腿骨移植部品は膝の外側顆、内側顆、および膝蓋大腿骨の
領域の内の１個以上が疾患を生じることによりその大腿骨の部分を置換する。
【０００３】
　上記のＴＫＲ術において、その大腿骨部品の外側顆および内側顆を受容するために一定
のプロテーゼの脛骨移植部品を脛骨に取り付けるためにその脛骨の近位側の端部も切除さ
れる。このプロテーゼの脛骨移植部品はその脛骨部品により置換されている半月板に似せ
るために一定の低い摩擦係数を有する一定の材料により構成することができる。一般に、
上記プロテーゼの脛骨移植部品はツー・ピース型（二部材片型）であり、脛骨に取り付け
るための一定の脛骨トレーおよびこの脛骨トレーに取り付けて大腿骨移植部品の各顆を受
容するための一定の低摩擦性の支持用のインサートを含む。
【０００４】
　上記のＴＫＲ術において、一定のプロテーゼの膝蓋骨移植部品をその膝蓋骨に取り付け
可能にするためにその膝蓋骨の一定の部分をも切除される。このプロテーゼの膝蓋骨の移
植部品は一般的に患者がその足を曲げ伸ばしする時にそのプロテーゼの大腿骨移植部品の
一部分に沿って移動する低い摩擦係数の一定の材料を含む。一部のプロテーゼの膝蓋骨移
植部品において、その全体の移植部品は一定の低摩擦性の材料により作成されており、別
の場合においては、一定の低摩擦性の支持部分が一定の金属の基部に取り付けられている
。
【０００５】
　上記の切除した膝蓋骨の機械的な特性は不十分である。例えば、その切除した表面を押
す一定のレトラクタの力は相当になると考えられ、その薄い膝蓋骨の損傷または破損さえ
も引き起こす可能性がある。加えて、一部のＴＫＲの患者は高齢であり、オステオペニア
（骨減少症）による相当に弱い骨の質を有する可能性がある。それゆえ、切除した膝蓋骨
は、例えば、一定ののこぎりのブレードによりさらに損傷を受けやすい。そこで、このよ
うな切除した膝蓋骨の不十分な機械的特性に付随する問題は大腿骨および脛骨の切除の後
に膝蓋骨の切除を行なうことによりＴＫＲ処置において回避されている。
【０００６】
　しかしながら、上記の膝蓋骨およびこれに付随している軟質組織は遠位側の大腿骨およ
び近位側の脛骨の相当な部分を被覆している。従って、これらの遠位側の大腿骨および近
位側の脛骨を露出させるために、膝蓋骨を最初に外側に裏返してその遠位側の大腿骨およ
び近位側の脛骨を露出させる。このように膝蓋骨を裏返す場合に、この膝蓋骨は外側に約
１８０°折り返される。その後、遠位側の大腿骨および近位側の脛骨が切除されてそれぞ
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れのプロテーゼの大腿骨部品および脛骨部品を受容するように調製される。さらに、これ
らの大腿骨および脛骨が切除された後に、膝蓋骨が切除される。
【０００７】
　上記の膝蓋骨は裏返されるか外側に折り返されるので、ＴＫＲ術中において、その膝の
軟質組織の外包が破壊してその軟質組織が相当な応力下に置かれる可能性がある。このよ
うな軟質組織にかかる応力は四頭のメカニズムを破壊して、その膝の伸筋のメカニズムを
損傷する可能性がある。さらに、このような応力および傷害は術後の痛みおよび不快感を
引き起こす可能性があり、患者が回復するために必要とされる時間を引き延ばす可能性が
ある。加えて、膝蓋上の嚢の振動は異所性の骨形成および関節線維症を引き起こす可能性
がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、上述した長期間の目的を達成するだけでなく、以下のような短期間の目的、す
なわち、軟質組織の傷害を最少にすること、手術による罹病率を最少にして患者の回復を
速めることを補助することも達成するＴＫＲ術を行なうための一定のシステムおよび方法
に対する要望が存在している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記のような膝の軟質組織の外包の最少の破壊を伴うＴＫＲ術を行なうための一定のシ
ステムおよび方法に対する要望は本発明の外科方法、外科用キットおよび骨のプロテクタ
により満たされる。
【００１０】
　一例の態様において、本発明は股関節全関節形成を行なう一定の外科方法を提供してい
る。この方法は遠位側の大腿骨および近位側の脛骨の一部分を切除する前に膝蓋骨の一部
分を切除および被覆する処理を含む。この方法において、膝蓋骨は裏返されるのではなく
亜脱臼の状態にされ、これにより、組織の傷害が最少になる。加えて、切除した膝蓋骨は
亜脱臼による損傷に対して保護される。
【００１１】
　別の態様において、本発明は切除した膝蓋骨を被覆して保護するために上記の外科方法
において用いることのできる一定の骨のプロテクタを提供している。この骨のプロテクタ
は一定の骨接触用の表面部分および一定の反対側の支持用の表面部分を有している。さら
に、一定の骨の表面に対して上記骨のプロテクタを一時的に取り付けるための一定の取付
部材が上記骨接触用の表面部分に備えられている。この骨のプロテクタは上記の骨接触用
の表面部分と支持用の表面部分との間に一定の厚さを有している。この支持用の表面部分
は実質的に平坦である。
【００１２】
　別の態様において、本発明は一定の関節の骨の幾つかの部分を置換するためのプロテー
ゼ移植片に対応する一定の外科キットを提供している。このキットは第１のプロテーゼ移
植部品、第１のプロテーゼ試行部品および一定の骨のプロテクタを含む。この第１のプロ
テーゼ移植部品は一定の骨接触用の表面部分および一定の接合用の（関節状に接合する）
表面部分を有している。また、上記第１のプロテーゼ試行部品も一定の骨接触用の表面部
分および一定の接合用の表面部分を有している。さらに、上記骨のプロテクタは一定の骨
接触用の表面部分および一定の支持用の表面部分を有している。これらの第１のプロテー
ゼ移植部品、第１のプロテーゼ試行部品および骨のプロテクタは全て同一の骨の一定の部
分に別々に取り付けることができる。また、上記骨のプロテクタの支持け用の表面部分は
上記プロテーゼ移植部品およびプロテーゼ試行部品のそれぞれの接合用の表面部分とは異
なる一定の形状を有している。
【００１３】
　別の態様において、本発明は一定の関節の骨の幾つかの部分を置換するためのプロテー
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ゼ移植片に対応する一定の外科キットを提供している。このキットは第１のプロテーゼ部
品、第１のプロテーゼ試行部品および一定の骨のプロテクタを含む。この第１のプロテー
ゼ移植部品は一定の骨接触用の表面部分、一定の接合用の表面部分、およびこれらの骨接
触用の表面部分と接合用の表面部分との間の一定の厚さを有している。また、上記第１の
プロテーゼ試行部品も一定の骨接触用の表面部分、一定の接合用の表面部分、およびこれ
らの骨接触用の表面部分と接合用の表面部分との間の一定の厚さを有している。さらに、
上記骨のプロテクタは一定の骨接触用の表面部分、一定の支持用の表面部分、およびこれ
らの骨接触用の表面部分と支持用の表面部分との間の一定の厚さを有している。これらの
第１のプロテーゼ移植部品、第１のプロテーゼ試行部品および骨のプロテクタは全て同一
の骨の一定の部分に別々に取り付けることができる。また、上記骨のプロテクタの厚さは
上記第１のプロテーゼ移植部品の厚さよりも薄く、上記第１のプロテーゼ試行部品の厚さ
よりも薄い。
【発明の効果】
【００１４】
　従って、本発明によれば、上述した長期間の目的を達成するだけでなく、以下のような
短期間の目的、すなわち、軟質組織の傷害を最少にすること、手術による罹病率を最少に
して患者の回復を速めることを補助することも達成するＴＫＲ術を行なうための一定のシ
ステムおよび方法が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の諸原理を含む種々の骨プロテクタおよび一定のプロテーゼ移植システムが以下
の添付図面において例示されている。第１の例示されている骨プロテクタは一定の膝蓋骨
プロテクタである。なお、本発明の原理は大腿骨および脛骨等のような別の骨に適用する
ことも可能であり、ＴＫＲ術において使用するための骨プロテクタの幾つかの実施形態が
以下の添付図面において示されている。さらに、本発明の原理が別の関節の骨の置換にお
いても適用可能であること、および本発明が特許請求の各項において特別に記載されてい
ない限りにおいて何らかの特定の骨に限定されないことが当然に理解されると考える。
【００１６】
　以下においてさらに詳細に説明されているように、本発明は一定の外科技法も提供して
いる。この技法は本発明の骨プロテクタにより利益を得るために使用可能であるが、本発
明は特許請求の各項において特別に記載されていない限りにおいて何らかの特定の外科技
法に限定されない。
【００１７】
　図１乃至図４は一定の膝蓋骨プロテクタ１０を示している。この図示されている膝蓋骨
プロテクタは一定の支持用の表面部分１２および一定の骨接触用の表面部分１４を伴う一
定の薄いウエハを含む。また、この第１の図示されている膝蓋骨プロテクタ１０は複数の
取付部材１６，１８，２０も含む。この図示の実施形態において、それぞれの取付部材は
一定のペグ（peg）部分を含み、このペグ部分は膝蓋骨の切除した表面部分の中に形成さ
れている一定の係合用の穴の中に受容されるように寸法付けおよび形付けされている。な
お、上記よりも少ないか多い取付部材を備えることも可能であり、例えば、上記膝蓋骨プ
ロテクタが単一の取付部材を有し得ることが当然に理解されると考える。加えて、図示の
実施形態において各取付部材がペグ部分を含むが、本発明は特許請求の各項において特別
に記載されていない限りにおいてこのようなペグ部分の使用に限定されない。
【００１８】
　上記の膝蓋骨プロテクタ１０は一般に一定の膝蓋骨移植片および一定の膝蓋骨試行品を
含むと考えられる一定のシステムまたは外科キットの一部として提供されている。一般に
、幾種類かの大きさの移植部品および試行品が個々の患者の要求に適応するために備えら
れる。同様に、上記のシステムまたは外科キットも幾種類かの大きさの膝蓋骨プロテクタ
を含むと考えることができる。一般的に、それぞれの寸法および形状に対して寸法および
形状において対応している一定の膝蓋骨プロテクタが上記キットに含まれると考えられる
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。
【００１９】
　一定の膝蓋骨移植片の例が図５乃至図７において符号２２により示されており、一定の
膝蓋骨試行品の例が図８乃至図１０において符号２４により示されている。これらの図示
の実施形態において、膝蓋骨プロテクタ１０、移植片２２および試行品２４は一般にその
平面図において卵形である。しかしながら、これらの膝蓋骨プロテクタ、移植片および試
行品は、例えば、完全な円形等のような、別の種々の形状を有することも可能である。す
なわち、本発明は特許請求の各項において特別に要求されていない限りにおいて上記シス
テムまたはキットの部品のいずれかの何らかの特定の形状に限定されない。
【００２０】
　上記の図示の移植片２２および試行品２４は共に平坦な骨接触用の表面部分２６，２８
、反対側の接合用の表面部分３０，３２および１個以上の取付部材３４，３６，３８，４
０，４２，４４をそれぞれ有している。これらの移植片２２、試行品２４および膝蓋骨プ
ロテクタ１０は膝蓋骨の一定の平坦な切除した表面部分に別々に取り付けることを目的と
している。また、これらの移植片、試行品および膝蓋骨プロテクタにおける各取付部材１
６，１８，２０，３４，３６，３８，４０，４２，４４は全て一様に寸法付けられている
ので、これらは切除した膝蓋骨にドリルにより形成したそれぞれの穴の中に別々に受容さ
れ得る。従って、膝蓋骨に取り付けられる時に、それぞれの取付部材１６，１８，２０，
３４，３６，３８，４０，４２，４４は膝蓋骨のそれぞれの穴に受容されて、それぞれの
骨接触用の表面部分１４，２６，２８から支持面１２および接合用の表面部分３０，３２
までのプロテクタ１０、移植片２２および試行品２４のそれぞれの部分だけが膝蓋骨の切
除した表面部分から延出する。
【００２１】
　図６および図９において示されているように、上記膝蓋骨の切除した表面部分から延出
する移植片２２および試行品２４の各部分はｔ1 およびｔ2 により示されている最大の厚
さをそれぞれ有している。一般的に、これらのｔ1 およびｔ2 に対応する寸法は約０．３
インチ乃至約０．４５インチ（７．６ｍｍ乃至１１．４ｍｍ）の範囲である。一般に、移
植片２２のそれぞれの寸法に対して、試行品２４は同一の厚さを有することになる。これ
に対して、膝蓋骨プロテクタ１０ははるかに薄く、約０．０４インチ乃至０．０８インチ
（１ｍｍ乃至２ｍｍ）の図２においてｔ3 により示されている一定の厚さを有している。
従って、この膝蓋骨プロテクタ１０が膝蓋骨に取り付けられる場合に、一定の相当な隙間
がプロテクタの支持用の表面部分１２と大腿骨の対向している表面部分との間に存在し、
この隙間はプロテクタ１０を除去して移植片２２または試行品２４をその切除した膝蓋骨
に取り付けた時に減少する。このようなプロテクタ１０を膝蓋骨に取り付けた時に存在す
る隙間は、以下においてさらに詳細に説明されているような、膝蓋骨を大腿骨および脛骨
に接続している軟質組織に過度に応力を加えることなく手術中に膝蓋骨を移動する外科医
の能力を改善することにおいて有利である。
【００２２】
　図示の卵形の膝蓋骨プロテクタ１０、移植片２２および試行品２４はそれぞれ図２およ
び図３、図６および図７、および図９および図１０におけるｄ1 およびｄ2 により示され
ている全体の長さおよび幅を有している。さらに、ｄ1 に対応する一般的な寸法は約１．
２６インチ乃至約１．６インチ（３２ｍｍ乃至４１ｍｍ）の範囲にすることができ、ｄ2 
に対応する一般的な寸法は約１インチ乃至１．４インチ（２５．４ｍｍ乃至４０．６ｍｍ
）の範囲にすることができる。また、一定の一般的なシステムまたはキットは患者の膝蓋
骨の寸法に適応するために幾種類かの寸法のプロテクタ１０、移植片２２および脛骨２４
を含むことになる。なお、上記の形状および寸法は例示の目的のみのために記載されてい
て、本発明が特許請求の各項において特別に記載されていない限りにおいて何らかの特定
の形状または寸法に限定されないことが当然に理解されると考える。
【００２３】
　上記膝蓋骨１０は種々の材料により作成できる。例えば、外科用の等級のステンレス・
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スチールを用いることができる。あるいは、一定の適当なプラスチック材料も使用できる
。このような適当なプラスチック材料の例はセルコン（CELCON）の銘柄のアセタール・コ
ポリマーおよびポリスルホンである。あるいは、種々の材料の一定の組み合わせ物が上記
膝蓋骨プロテクタに対して使用可能であり、例えば、支持用の表面部分１２は一定のプラ
スチック基材の上に取り付けた金属の薄いシートにより作成できる。好ましくは、上記材
料は割れに対して耐性を有していて、滅菌処理が可能である。また、上記膝蓋骨プロテク
タ１０は単一回の使用用にすることができ、部分的に再使用可能にすることも可能であり
、その材料の選択を膝蓋骨プロテクタ１０の目的とされる使用寿命に少なくとも応じるよ
うに予測することができる。さらに、上記膝蓋骨プロテクタを一定の着色した材料により
作成してそのプロテクタが患者の自然な組織から速やかに且つ容易に見分けることができ
るようにすることが望ましいと考えられ、例えば、その膝蓋骨プロテクタを黒色、緑色ま
たは赤色の色にすることが可能である。なお、本発明が特許請求の各項において特別に要
求されていない限りにおいて上記膝蓋骨プロテクタに対応する何らかの特定の材料に限定
されないことが当然に理解されると考える。
【００２４】
　上記の膝蓋骨移植片２２および膝蓋骨試行品２４はそれぞれ標準的な市場において入手
可能な製品とすることができる。なお、適当な移植片および試行品がインディアナ州、ワ
ーソーのデピュイ・オーソピーディックス社（DePuy Orthopaedics, Inc.）から入手可能
である。また、市場において入手可能な移植片２２および試行品２４は図５乃至図１０に
おいて示されているような一定の３個ペグ型の卵形でドーム状の膝蓋骨部品として知られ
ている製品を含む。これらの移植片２２は一般的に超高分子量ポリエチレンにより作成さ
れている。また、上記の移植片２２および試行品２４は一定の円形の形状で図示の３個の
取付用のペグ部分の代わりに単一のペグ部分を伴っている物も利用可能である。加えて、
一定の金属の基材の上に取り付けた低い摩擦係数を有する一定の材料により作成されてい
る一定の接合用の表面部分を含む膝蓋骨移植片が利用可能であり、このような設計におい
て、その骨接合用の表面部分は上記金属基材の上にあり、上記接合用の接触部分は超高分
子量ポリエチレン等のような一定の材料により作成されている。これにより、本発明があ
らゆる種類の膝蓋骨の移植片および試行品と共に使用可能になることが予想される。
【００２５】
　一般的な外科キットはまた遠位側の大腿骨および近位側の脛骨の各部分を置換するため
の別の部品も含む。このような部品はインディアナ州、ワーソーのデピュイ・オーソピー
ディックス社（Depuy Orthopaedics, Inc.）から市場において入手可能である。適当な例
は上記デピュイ社のＰ．Ｆ．Ｃ．・シグマ・ニー・システム（P.F.C. Sigma Knee System
）、およびその他の股関節システムのプロテーゼ移植部品を含む。さらに、これらの部品
を移植するための適当な試行品および器具もまたデピュイ・オルソピーディックス社から
入手可能である。図２１は一定のプロテーゼ大腿骨移植片５０、プロテーゼ脛骨トレー５
２、脛骨インサート５４および膝蓋骨移植片２２を示している。図示の脛骨部品は一定の
可動式の支持部品であるが、固定された支持用の脛骨部品も使用可能であることが当然に
理解されると考える。
【００２６】
　また、上記の市販の製品、材料およびその供給者が例示のためのみに記載されているこ
とも当然に理解されると考える。すなわち、本発明の原理は別の製造者の製品にも適用可
能である。
【００２７】
　上記の膝蓋骨プロテクタ１０、試行品２４および移植片２２は本発明の外科技法または
方法において使用可能である。本発明の各部品を使用することにより、外科医は形成する
切開部分の大きさを有利に減少することができ、軟質組織の傷害を最少にできる。
【００２８】
　初めに、一定の長手方向に沿う切開部分が膝蓋骨の上極からその膝蓋骨の内側のエッジ
部分の上を越えて脛骨の結節の内側の縁よりも約１センチメートルだけ近位側まで形成さ
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れる。この切開部分は露出を達成するか処置中における深刻な皮膚の張力を緩和するため
に必要であれば延長することができる。
【００２９】
　膝蓋骨はＴＫＲ術を行なう上記の方法において切除される最初の骨である。この場合に
、膝は完全に伸ばされており、膝蓋骨が回転して垂直に保持される。その後、この膝蓋骨
６０が切除されて、一定のテンプレートが突出することなくその切除した膝蓋骨の表面を
覆うように選択される。その後、１個以上のペグ穴がその膝蓋骨にドリルにより形成され
る。さらに、試行品２４等のような適当に寸法付けた膝蓋骨の試行品が上記の切除した膝
蓋骨の上に配置されて、その試行品の各ペグ部分が膝蓋骨のペグ穴にそれぞれ受容される
。その後、全体の膝蓋骨の厚さが評価される。これにより、外科医がその膝蓋骨の試行品
に満足すると、その試行品が除去されて本発明の膝蓋骨プロテクタ１０により置き換えら
れる。この結果、各ペグ部分１６，１８，２０がそれぞれのペグ穴の中に配置されて、骨
接触用の表面部分１４が膝蓋骨の切除された表面部分に対向して配置される。これらのペ
グ部分１６，１８，２０の直径はそれぞれのペグ穴の直径と同等（さらに、移植片２２お
よび試行品２４のそれぞれのペグ部分３４，３６，３８，４０，４２，４４のそれぞれの
直径と同等）であるので、プロテクタ１０の位置が付加的な支持を伴わずに維持される。
その後、この膝蓋骨は遠位側の大腿骨および近位側の脛骨の各部分を露出させるために外
側の溝の中に亜脱臼した状態にすることができる（図１２を参照されたい）。あるいは、
上記膝蓋骨は遠位側の大腿骨および近位側の脛骨の各部分を露出させるために内側に亜脱
臼した状態にすることも可能である（図１３を参照されたい）。このように膝蓋骨を亜脱
臼した状態にすることにより、この膝蓋骨は一定の１８０度の外転よりも実質的に小さい
角度で回転し、むしろ、この膝蓋骨は９０度またはそれ以下の程度の一定の角度で回転す
るので、その膝蓋骨に付随している軟質組織に対する応力が実質的に減少できる。
【００３０】
　上記膝蓋骨を外側に亜脱臼状態にする前に、その外側大腿骨顆のあらゆる骨増殖体を除
去する必要がある。この外側顆の骨増殖体は１０ｍｍ程度として測定できるので、膝蓋骨
を外側大腿骨顆における外側の面に沿って亜脱臼状態にしてその外側の溝の中に移動する
場合に、これらの骨増殖体を除去して軟質組織の張力を減少することが望ましい。同様に
、膝蓋骨を内側に亜脱臼状態にする場合には、内側大腿骨顆の骨増殖体を除去する必要が
ある。
【００３１】
　切断用のブロックの適当な位置決めのために近位側の脛骨を十分に露出させるために、
その近位側の脛骨が上記の外科手術による開口部に向かって前内側の方向に移動する。こ
れと同時に、この近位側の脛骨の移動中の過度の応力を防ぐために靭帯および腱が保護さ
れる。なお、このような脛骨の移動および脛骨の切除は膝を曲げた状態で行なうことがで
きる。
【００３２】
　図１１乃至図１３は概略的に曲げた状態の膝を示している。図１１は自然な膝蓋骨６０
およびその付随している軟質組織６２およびその患者の遠位側の大腿骨６４および近位側
の脛骨６６の関係を示している。図１２および図１３は切除した後にその切除した膝蓋骨
の表面に一定の膝蓋骨プロテクタ１０を取り付けた後の膝蓋骨６０をそれぞれ示している
。図１２は本発明の方法において使用可能な亜脱臼状態の膝蓋骨６０の一定の位置（外側
）を示している。また、図１３は内側に亜脱臼した状態の切除した膝蓋骨および膝蓋骨プ
ロテクタを示している。
【００３３】
　近位側の脛骨を前内側の方向に移動するために、膝蓋骨および軟質組織を傷害から保護
しながら、後外側の方向から力をその脛骨に加えることができる。このような移動と保護
の組み合わせを達成するために、一定の９０度型ホーマン（Hohman）レトラクタ、および
一定の直線型ホーマン・レトラクタを用いる。例えば、９０度型ホーマン・レトラクタの
一部分を外側の近位側脛骨に対して配置して、その９０度型ホーマン・レトラクタの一部
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分を膝蓋骨プロテクタ１０の支持用の表面部分１２に対向して配置することができる。さ
らに、直線状のホーマン・レトラクタの端部を近位側の脛骨の後十字靭帯に隣接して配置
する。その後、外科医はその脛骨を前内側に亜脱臼状態にして、その前十字靭帯および後
内側および外側の半月板の根を切除する。この処置において、上記９０度型ホーマン・レ
トラクタは一定のてことして作用して、膝蓋骨プロテクタ１０の支持用の表面部分１２に
おいて旋回する。この結果、近位側の脛骨の十分な部分が露出した後に、外科医は標準的
な処置に従って一定の切断用のブロックを位置決めして脛骨プラトーを切除することが可
能になる。
【００３４】
　上記外科技法についてのさらに多くの詳細が発行番号０６１２－５７－５００としてイ
ンディアナ州、ワーソーのデピュイ・オーソピーディックス社（Depuy Orthopaedics, In
c.）により２００４年に発行される予定の「Ｐ．Ｆ．Ｃ．・シグマ・ニー・システム・ウ
ィズ・スペシャリスト・ミニ・インストルメンツ（P.F.C. Sigma Knee System with Spec
ialist mini Instruments）」において記載されている。なお、この外科技法の一定の写
しが本特許出願の明細書に付属していてその一部を構成しており、さらに／または、その
内容全体が本明細書に参考文献として含まれている。さらに別の詳細が「ディスクロージ
ャ（Disclosure）」と言う名称を付けた３頁の文書において見ることができ、この文書も
本特許出願の明細書に付属していてその一部を構成しており、さらに／または、その内容
全体が本明細書に参考文献として含まれている。
【００３５】
　本発明の外科技法によれば、上記のＴＫＲ処置が比較的に低い侵襲性になり得ることが
認識されると考える。例えば、初期的な切開部分が小さくなるほど、膝蓋骨に付随する軟
質組織の傷害の可能性が実質的に減少する。
【００３６】
　当該技術分野における熟練者により、本発明の原理が膝関節における別の種々の骨の保
護に適用可能であり、体内の別の関節の骨にも適用できることが認識されると考える。例
えば、一定の脛骨プロテクタまたは一定の大腿骨顆プロテクタを提供することが望ましい
と考えられる。図１４乃至図１７は大腿骨顆プロテクタ７０Ａ，７０Ｂ，７０Ｃ，７０Ｄ
の種々の実施形態をそれぞれ示している。この最初に示されている大腿骨顆プロテクタ７
０Ａは複数の平坦な支持用の表面部分７２Ａ，７４Ａ，７６Ａ，７８Ａ，８０Ａ、複数の
平坦な骨接触用の表面部分８２Ａ，８４Ａ，８６Ａ，８８Ａ，９０Ａおよび一定の取付部
材９２Ａを含む。さらに、図示の取付部材９２Ａは一定の対応している大腿骨試行品およ
び大腿骨移植片における１個の取付用のペグ部分に対して寸法、形状および位置において
対応している。この第１の図示されている大腿骨プロテクタ７０Ａは一定の最少侵襲性の
処置においてこのプロテクタ７０Ａの使用を容易にするために単一の大腿骨顆の全体の切
除した表面部分を被覆するように寸法付けおよび形付けされている。なお、別の種々の形
状も可能である。例えば、図１５および図１６において示されているように、一定の大腿
骨顆プロテクタ７０Ｂ，７０Ｃは比較的に少数の支持用の表面部分７４Ｂ，７６Ｂ，７８
Ｂ，８０Ｂ，７４Ｃ，７６Ｃ，７８Ｃおよび骨接触用の表面部分８４Ｂ，８６Ｂ，８８Ｂ
，９０Ｂ，８４Ｃ，８６Ｃ，８８Ｃをそれぞれ有することができので、切除した遠位側の
大腿骨顆の全体が一定のプロテクタにより被覆できる。なお、別の形状も可能であること
が当然に理解されると考える。加えて、図１４乃至図１６において示されている種類の内
のいずれかの２個の大腿骨プロテクタ７０Ａ，７０Ｂ，７０Ｃを使用することも可能であ
る。また、１個のみの顆を保護する代わりに、一定の大腿骨プロテクタが遠位側の大腿骨
における両方の顆の切除した表面の全部または一部を被覆することも可能である。例えば
、図１７において示されているように、一定の大腿骨プロテクタ７０Ｄは一定の架橋部分
７５により連結している２個の顆の部分７１，７３を有することができ、これらは共に複
数の骨接触用の表面部分７７および複数の支持用の表面部分７９を有している。また、１
個または２個の取付部材９２Ｄを備えることも可能である。さらに、上記の大腿骨プロテ
クタ７０Ａ，７０Ｂ，７０Ｃ，７０Ｄは上記膝蓋骨プロテクタ１０と同一の材料により作
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成可能であり、１ｍｍ乃至２ｍｍ程度に薄くすることができる。上記の切除した遠位側の
大腿骨は上記の切除した膝蓋骨の不十分な機械特性を有するとは予想されないが、図示の
大腿骨プロテクタ７０Ａ，７０Ｂ，７０Ｃ，７０Ｄのいずれも大腿骨の切除したそれぞれ
の表面部分に対する損傷（切り傷、ひっかき傷等）を防ぐことにおいて有用になると考え
られる。
【００３７】
　同様に、上記の切除した脛骨プラトーも上記の切除した膝蓋骨の不十分な機械的特性を
有するとは予想されない。しかしながら、図１８において示されているような一定の脛骨
プロテクタ９４、または図１９および図２０において示されているような一定のツー－ピ
ース型の脛骨プロテクタを提供することが望ましいと考えられる。図１８のワン－ピース
型の脛骨プロテクタ９４は一定の骨接触用の表面部分９６、一定の支持用の表面部分９８
および一対の取付部材１００，１０２を有している。また、ツー－ピース型のプロテクタ
は一定の骨接触用の表面部分１０６、一定の支持用の表面部分１０８および一定の取付部
材１１０を伴う一定の内側脛骨プロテクタ１０４、および一定の骨接触用の表面部分１１
４、一定の支持用の表面部分１１６および一定の取付部材１１８を伴う一定の相補的な外
側脛骨プロテクタ１１２を有している。また、図示の支持用の表面部分９８，１０８，１
１６は平坦であり、それぞれのプロテクタ９６，１０４，１１２の厚さは１ｍｍ乃至２ｍ
ｍの程度である。なお、上記の脛骨プロテクタ９６，１０４，１１２が例示のためのみに
備えられていて、例えば、上記の処置が一定の十字靭帯を犠牲にする処置であるか否かに
応じて、別の形状も備えることができることが当然に理解されると考える。また、図示の
それぞれの脛骨プロテクタは上記の膝蓋骨プロテクタにおいて説明されている材料と同一
の材料により作成可能である。
【００３８】
　上記の図示の実施形態は全て膝関節における種々の骨の切除された表面部分の保護に関
連しているが、本発明の原理が別の関節にも適用可能であることが当然に認識されると考
える。例えば、適当に寸法付けおよび形付けした種々のプロテクタを股関節、肩関節、足
関節、および肘関節のために備えることができる。従って、特許請求の各項における「骨
プロテクタ（bone protector）」に対する言及は図示の膝蓋骨プロテクタ１０、大腿骨プ
ロテクタ７０、および脛骨プロテクタ９６，１０４，１１２を含むだけでなく、その他の
関節の骨を保護するために設計されている種々のプロテクタを含むと解釈するべきである
。
【００３９】
　本発明の特定の実施形態のみが示されているが、種々の代替例および変更例がそれぞれ
の実施形態に対して作成可能であることが明らかである。さらに、当該技術分野における
熟練者は特定の付加を図示の実施形態に対して行なえることも認識すると考える。それゆ
え、添付の特許請求の各項における目的は本発明の真の範囲内に該当すると考えられる上
記のような全ての代替例、変更例および付加に及ぶことである。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は膝の軟質組織の外包の最少の破壊を伴うＴＫＲ術を行なうための一定のシステ
ムおよび方法において用いる外科方法、外科用キットおよび骨のプロテクタに適用可能で
ある。
【００４１】
　本発明の具体的な実施態様は以下のとおりである。
（１）股関節全関節形成を行なう方法において、
　膝蓋骨の一部分を切除する処理、
　前記膝蓋骨を切除した後にその膝関節の少なくとも一部分を被覆する処理、および
　前記膝蓋骨を切除してその膝蓋骨を被覆した後にその遠位側の大腿骨および近位側の脛
骨の一部分を切除する処理を含む方法。
（２）さらに、
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　前記遠位側の大腿骨および近位側の脛骨を切除する前にこれらの遠位側の大腿骨および
近位側の脛骨を露出させるために前記膝蓋骨を移動する処理を含む実施態様１に記載の方
法。
（３）さらに、
　前記被覆した膝蓋骨の切除した部分に一定のレトラクタを位置決めする処理を含む実施
態様１に記載の方法。
（４）さらに、前記遠位側の大腿骨および近位側の脛骨を切除する前にこれらの遠位側の
大腿骨および近位側の脛骨を露出させるために前記被覆した膝蓋骨を移動する処理を含む
実施態様３に記載の方法。
（５）
　前記遠位側の大腿骨および近位側の脛骨が膝蓋骨を裏返すことなく切除される実施態様
４に記載の方法。
【００４２】
（６）さらに、前記近位側の脛骨を切除する前に前内側の方向にその近位側の脛骨を押し
動かす処理を含む実施態様４に記載の方法。
（７）前記遠位側の大腿骨および近位側の脛骨が膝蓋骨を裏返さずに切除される実施態様
１に記載の方法。
（８）さらに、前記大腿骨および脛骨を切除する前に前記膝蓋骨を亜脱臼させる処理を含
む実施態様１に記載の方法。
（９）骨プロテクタにおいて、
　一定の骨接触用の表面部分および一定の反対側の支持用の表面部分、および
　前記骨プロテクタを一定の骨の表面部分に一時的に取り付けるための前記骨接触用の表
面部分における一定の取付部材を備えており、
　前記骨プロテクタが前記骨接触用の表面部分と前記支持用の表面部分との間に一定の厚
さを有しており、さらに
　前記支持用の表面部分が実質的に平坦である骨プロテクタ。
（１０）前記骨接触用の表面部分と前記支持用の表面部分との間の前記骨プロテクタの厚
さが２ｍｍよりも薄い実施態様９に記載の骨プロテクタ。
【００４３】
（１１）前記骨接触用の表面部分と前記支持用の表面部分との間の前記骨プロテクタの厚
さが１ｍｍよりも薄い実施態様９に記載の骨プロテクタ。
（１２）前記骨プロテクタの厚さが１ｍｍ乃至２ｍｍである実施態様１１に記載の骨プロ
テクタ。
（１３）前記支持用の表面部分が金属である実施態様９に記載の骨プロテクタ。
（１４）前記支持用の表面部分が一定の弾性材料を含む実施態様９に記載の骨プロテクタ
。
（１５）前記支持用の表面部分が実質的に卵形の形状である実施態様９に記載の骨プロテ
クタ。
【００４４】
（１６）前記支持用の表面部分が実質的に円形の形状である実施態様９に記載の骨プロテ
ーゼ。
（１７）前記骨接触用の表面部分が一定の膝蓋骨の切除した表面部分を実質的に被覆する
ように寸法付けおよび形付けられている実施態様９に記載の骨プロテクタ。
（１８）前記骨プロテクタが複数の平坦な支持用の表面部分を含む実施態様９に記載の骨
プロテクタ。
（１９）前記骨プロテクタが一定の関節の中の複数の骨の一部を置換することにおいて使
用するための一定の外科キットの一部であり、このキットが
　一定の骨接触用の表面部分、一定の接合用の表面部分およびこれらの骨接触用の表面部
分と接合用の表面部分との間の一定の厚さを有する一定の移植試行品、および
　一定の骨接触用の表面部分、一定の接合用の表面部分およびこれらの骨接触用の表面部
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分と接合用の表面部分との間の一定の厚さを有する一定の移植片を含み、
　前記移植試行品の厚さが前記移植片の厚さおよび前記骨プロテクタの厚さと実質的に同
一であり、前記骨接触用の表面部分と前記支持用の表面部分との間の前記骨プロテクタの
厚さが前記移植試行品および移植片の厚さよりも薄い実施態様９に記載の骨プロテクタ。
（２０）前記キットが前記遠位側の大腿骨、近位側の脛骨および膝蓋骨の股関節全関節形
成のために供給され、このキットがさらに一定の大腿骨移植片および一定の脛骨移植片を
含む実施態様１９に記載のキット。
【００４５】
（２１）一定の関節における幾つかの骨の部分を置換するためのプロテーゼ移植片に対応
する外科キットにおいて、
　一定の骨接触用の表面部分および一定の接合用の表面部分を有する第１のプロテーゼ移
植部品、
　一定の骨接触用の表面部分および一定の接合用の表面部分を有する第１のプロテーゼ試
行部品、および
　一定の骨接触用の表面部分および一定の支持用の表面部分を有する一定の骨プロテクタ
を備えており、
　前記第１のプロテーゼ移植部品、第１のプロテーゼ試行部品および骨プロテクタが全て
同一の骨の一定の部分に別々に取り付け可能であり、さらに
　前記骨プロテクタの支持用の表面部分が前記プロテーゼ移植部品およびプロテーゼ試行
部品の接合用の表面部分とは異なる一定の形状を有している外科キット。
（２２）前記接合用の表面部分が湾曲状であり、前記支持用の表面部分が平坦である実施
態様２１に記載の外科キット。
（２３）前記プロテーゼ移植部品が一定の膝蓋骨移植片を含む実施態様２１に記載の外科
キット。
（２４）さらに、一定の骨接触用の表面部分および一定の接合用の表面部分を有する第２
のプロテーゼ移植部品を含み、この第２のプロテーゼ移植部品の接合用の表面部分が前記
第１のプロテーゼ移植部品の接合用の表面部分に対して関節状に接合するように形付けら
れている実施態様２１に記載のキット。
（２５）一定の関節の幾つかの骨の部分を置換するためのプロテーゼ移植片に対応する外
科キットにおいて、
　一定の骨接触用の表面部分、一定の接合用の表面部分、およびこれらの骨接触用の表面
部分と接合用の表面部分との間の一定の厚さを有する第１のプロテーゼ移植部品、
　一定の骨接触用の表面部分、一定の接合用の表面部分、およびこれらの骨接触用の表面
部分と接合用の表面部分との間の一定の厚さを有する第１のプロテーゼ試行部品、および
　一定の骨接触用の表面部分、一定の支持用の表面部分、およびこれらの骨接触用の表面
部分と支持用の表面部分との間の一定の厚さを有する一定の骨プロテクタを備えており、
　前記第１のプロテーゼ移植部品、第１のプロテーゼ試行部品および骨プロテクタが全て
同一の骨の一定の部分に別々に取り付け可能であり、さらに
　前記骨プロテクタの厚さが前記第１のプロテーゼ移植部品の厚さよりも薄く、前記第１
のプロテーゼ試行部品の厚さよりも薄い外科キット。
【００４６】
（２６）前記第１のプロテーゼ移植部品が一定の長さおよび一定の幅を有しており、前記
第１のプロテーゼ試行部品が一定の長さおよび一定の幅を有しており、さらに前記骨プロ
テクタが一定の長さおよび一定の幅を有しており、
　前記第１のプロテーゼ移植部品、第１のプロテーゼ試行部品および骨プロテクタのそれ
ぞれの長さが実質的に同一であり、さらに
　前記第１のプロテーゼ移植部品、第１のプロテーゼ試行部品および骨プロテクタのそれ
ぞれの幅が実質的に同一である実施態様２５に記載のキット。
（２７）前記骨プロテクタの厚さが約１ｍｍ乃至２ｍｍである実施態様２５に記載のキッ
ト。
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（２８）前記骨プロテクタ、第１のプロテーゼ移植部品および第１のプロテーゼ試行部品
がそれぞれ前記骨接触用の表面部分から外側に延出している一定の取付部材を含む実施態
様２５に記載のキット。
（２９）前記第１のプロテーゼ移植部品が一定のプロテーゼ膝蓋骨移植片を含み、
　前記第１のプロテーゼ試行部品が一定のプロテーゼ膝蓋骨試行品を含み、さらに
　前記骨プロテクタが一定の膝蓋骨プロテクタを含む実施態様２５に記載のキット。
（３０）さらに、一定のプロテーゼ大腿骨移植片および一定のプロテーゼ脛骨移植片を含
む実施態様２９に記載のキット。
【００４７】
（３１）膝関節における大腿骨および膝蓋骨の幾つかの部分を置換するためのプロテーゼ
移植片に対応する外科キットにおいて、
　一定の骨接触用の表面部分、一定の湾曲状の接合用の表面部分およびこれらの骨接触用
の表面部分と接合用の表面部分との間の一定の厚さを有する一定のプロテーゼ膝蓋骨移植
部品、
　一定の骨接触用の表面部分、一定の湾曲状の接合用の表面部分およびこれらの骨接触用
の表面部分と接合用の表面部分との間の一定の厚さを有する一定のプロテーゼ膝蓋骨試行
部品、および
　一定の骨接触用の表面部分、一定の平坦な支持用の表面部分およびこれらの骨接触用の
表面部分と接合用の表面部分との間の一定の厚さを有する一定の膝蓋骨プロテクタを含み
、
　前記プロテーゼ膝蓋骨移植部品、プロテーゼ膝蓋骨試行部品および膝蓋骨プロテクタが
全て膝蓋骨の一定の部分に別々に取り付け可能であり、さらに
　前記膝蓋骨プロテクタの厚さが前記プロテーゼ膝蓋骨試行部品の厚さよりも薄く、前記
プロテーゼ膝蓋骨移植片の厚さよりも薄い外科キット。
（３２）前記膝蓋骨プロテクタの厚さが約１ｍｍ乃至２ｍｍである実施態様３１に記載の
キット。
（３３）前記膝蓋骨プロテクタ、プロテーゼ膝蓋骨移植部品およびプロテーゼ膝蓋骨試行
部品がそれぞれ前記骨接触用の表面部分から外側に延出している一定の取付部材を含む実
施態様３１に記載のキット。
（３４）さらに、一定のプロテーゼ大腿骨移植片および一定のプロテーゼ脛骨移植片を含
む実施態様３１に記載のキット。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の原理を含む一定の膝蓋骨プロテクタの斜視図であり、膝蓋骨の骨接触用
の表面部分および取付部材を示している。
【図２】図１の膝蓋骨プロテクタの側面図である。
【図３】図１および図２の膝蓋骨プロテクタの下面図である。
【図４】図１乃至図３の膝蓋骨プロテクタの上面図である。
【図５】図１乃至図４の膝蓋骨と共に使用可能な一定のプロテーゼ膝蓋骨移植片の下面図
である。
【図６】図５の線６－６に沿う図５のプロテーゼ膝蓋骨移植片の断面図である。
【図７】図５の線７－７に沿う図５のプロテーゼ膝蓋骨移植片の断面図である。
【図８】図１乃至図４の膝蓋骨プロテクタおよび図５乃至図７の移植片と共に使用可能な
一定の膝蓋骨試行品の下面図である。
【図９】図８の線９－９に沿う図８の膝蓋骨試行品の断面図である。
【図１０】図８の線１０－１０に沿う図８の膝蓋骨試行品の断面図である。
【図１１】曲げた状態の一定の膝の前方から見た概略図である。
【図１２】曲げた状態の一定の膝の前方から見た概略図であり、膝蓋骨が切除されており
、一定の膝蓋骨プロテクタがその膝蓋骨に取り付けられていて、その膝蓋骨が外側に亜脱
臼した状態になっている。
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【図１３】図１２に類似している概略図であり、膝蓋骨が内側に亜脱臼した状態になって
いる。
【図１４】一定の大腿骨顆プロテクタの一例の実施形態の斜視図である。
【図１５】一定の大腿骨顆プロテクタの別の実施形態の斜視図である。
【図１６】一定の大腿骨顆プロテクタの第３の実施形態の斜視図である。
【図１７】一定の大腿骨顆プロテクタの第４の実施形態の斜視図である。
【図１８】一定の脛骨プラトー・プロテクタの斜視図である。
【図１９】一定の内側脛骨プラトー・プロテクタの斜視図である。
【図２０】一定の外側脛骨プラトー・プロテクタの斜視図である。
【図２１】一定の大腿骨移植片、膝蓋骨移植片、脛骨インサートおよび脛骨トレーの斜視
図である。
【符号の説明】
【００４９】
１０　膝蓋骨プロテクタ
１２　支持け用の表面部分
１４　骨接触用の表面部分
１６，１８，２０　取付部材
２２　膝蓋骨移植片
２４　膝蓋骨試行品
２６，２８　骨接触用の表面部分
３０，３２　接合用の表面部分
３４，３６，３８，４０，４２，４４　取付部材
５０　大腿骨移植片
５２　脛骨トレー
５４　脛骨インサート
６０　膝蓋骨
６２　軟質組織
６４　大腿骨
６６　脛骨
７０Ａ，７０Ｂ，７０Ｃ，７０Ｄ　大腿骨顆プロテクタ
９４，１０４，１１２　脛骨プロテクタ
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              特表２００２－５１０５３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平１１－５０００３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１４５６４７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　　　２／３８　　　　
              Ａ６１Ｂ　　１７／５６　　　　
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